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視　点

る。有機肥料の場合、前年やもっと前に施用
したものが微生物によって徐々に無機物に分
解され、その年の作物に肥料分として働くの
だが、地温や土中の酸素・水分の状態によっ
て分解速度は変わるので肥料分を完全に制御
することは不可能だ。
この土壌の複雑性を前提としながらも、植

物の成長にできるだけ理想的な状態に近づけ
ようと土づくりに力を入れるのが一般的な農
業の考え方であるが、その対極には、ロック
ウール等の無機質培地と液肥を用いる養液栽
培がある。養液栽培では性状が変化しないロッ
クウールで物理性を固定し、養液の配合によ
り化学性を規定し、制御が難しい生物性は極
力介在させないことで土壌の複雑性を単純化
しているのだ。
どちらも植物の生育に理想的な土壌（培地）

を追求しているのだが、複雑性を生かす方向
と単純化する方向のまったく異なるアプロー
チである。
病害虫防除にも土壌分析と同様に物理と化

学と生物の観点がある。物理的防除の例とし
ては、防虫ネット等を用いて虫が近寄らない
ようにすることが挙げられる。化学的防除は
文字どおり化学農薬の使用で、生物的防除は
天敵等を用いる方法だ。病害虫防除の場合は、
この３つに加えて耕種的防除もある。これは病
気に強い品種を用いる、生育環境を整えて植
物の持つ耐性力を引き出す、といった方法だ。
最近、化学的防除にできるだけ頼らない農

業への関心が高まっているが、その両極には
耕種的防除を重視した有機農業と、物理的防
除に頼る完全閉鎖型植物工場がある。

物理、化学、生物、というと理科の科目の
ようだが「地学」はない。
先日、一般社団法人日本土壌協会の研修会

に参加したのだが、そこで聴いた土壌分析の
視点の話である。

1　理想的な土壌と低農薬野菜
土壌の物理性とは、簡単にいえば、土の

粒々における砂・粘土の混ざり具合や土壌の
硬さ、層の厚さ等のことで、これによって作
物が根を張る空間の広さや通気性、保水性等
の状態を判断する。化学性は窒素、リン酸、
カリウムに代表される肥料分や酸度（pH）等を
みるもので、生物性は主に植物に寄生し病害
をもたらす土壌中の微生物、線虫等の状態に
着目するものだ（第１図）。
研修会には農家の方も多数参加し、休憩時

間も惜しんで熱心に講師に質問されていた。何
十年も農業を営んでいるプロでも土壌の勉強
を続けているのだから、土壌は非常に複雑で
簡単には思いどおりにならないのだと想像す

理事研究員　小掠吉晃

物理・化学・生物の視点

第1図　土壌の模式図
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無精卵である点が重要だ。交配という過程を経
ずにほぼ毎日（25時間に１個）産まれてくる。養
豚、養牛では肥育と繁殖という２つの生産工程
があり、繁殖は発情期の発見や出産の補助に
大変手間がかかる。そういう意味では採卵養鶏
は肥育に近く、生産工程が比較的単純で効率
がよい。種鶏場が繁殖の役割を担っており高度
な分業化が進んでいることが背景にあるためだ。

以上のように、たまごは物理性、化学性、
生物性のすべてで、非常に優れた特色を持つ
畜産物であり、消費の個食化、機能性志向に
対応しながら、生産面でも自動化が進み、国
内で安定供給されている。
突飛な話だが、仮に最も一般に流通してい

るたまごが鶏卵ではなくダチョウの卵であっ
たとしたらどうだっただろうか。ダチョウは
体長２ｍもあり、卵の大きさは鶏卵の20倍を
超える1.5kg程度、年間40個ほどしか卵を産ま
ない（第２図）。
これでは少人数世帯どころか大家族でも１

個買いは不便で、200ml入り無菌パックの液
卵か、ソーセージのように加工されたゆで卵
（実際に「ロングエッグ」という業務用商品があ

る）が消費者向けの主力商品となっていたであ
ろう。養鶏場・GPセンターの構造もまったく
異なり、たまごは物価の優等生とはいえなか
ったかも知れない。物理・化学・生物の視点
で考えると鶏卵の大きさと毎日卵を産む鶏に
改めて感謝したくなる。

（おぐら　よしあき）

2　「たまご」の考察
身近にある食品、たまご（鶏卵）についても

物理・化学・生物の視点で考えてみたい。
（1）　物理性

たまごは殻（および膜）で覆われた文字どお
り卵形の物体である。殻が細菌の進入を防ぐ
ため、保管状態にもよるが２週間程度、生食
を前提とした賞味期限が確保できる。重さは
70ｇほど、おおむね一人一食分に適する分量
であり、自然ながらに小分けで無菌包装され
た個食化に対応した食品だ。
こうした性質は生産・流通の機械化対応に

大変有利である。畜産物（肉類）が食卓に上るま
でには、解体、除骨・カット等、人手を要す
る作業が多いのだが、たまごでは一切不要で
ある。たまごの洗浄・パック等を行うGPセン
ターは新しい設備ではほぼ自動化され生産性
は極めて高い。
一方、たまごの中身は液状であり業務用で

は液卵という形態でも流通する。たまごは割
卵機という非常に効率のよい機械で処理され
液状になり、液状になった後は機械で処理し
やすく、商品形態・流通形態の自由度も高ま
る。液卵にも牛乳のように紙パックに入れた
業務用商品がある。
（2）　化学性

たまごは、ひよこが育つための栄養素がす
べて備わっていることから、栄養のバランス
がよく、完全食品ともいわれている。また、
親鶏が食べた成分がたまごに移行しやすい性
質を利用し、餌にヨードやDHA等の成分を添
加し、たまごの機能性成分を高めたものもあ
る。飼料の匂いがたまごに移ってしまうため
魚粉等の品質に細心の注意を払わなければな
らない苦労もあるが、毎日食べる小さなたま
ごに様々な栄養成分を詰め込むことができる
のは大きな利点だ。
（3）　生物性

生物的にみると、一般に流通するたまごが

第2図　 鶏卵とダチョウ卵の大きさ対比イメージ
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〈採卵鶏特集〉─食農リサーチ─

また、消費量は91年以降、 2,600千トン前後で

安定的に推移していることから、国内生産の

わずかな増減が卵価に大きな変動を与えると

されている。

最近の高値を鶏卵生産の変化と併せてみる

と、05年の高値は、04年に国内で発生した高

病原性鳥インフルエンザによる生産減少が影

響した。発生前後の生産量を比較すると、03

年の2,529千トンに対して、05年は2,481千トン

と03年比で1.9%減少した（第２図）。生産量の

減少を受けて、卵価は同期間に151円から204

円へと35.1%上昇した。

14年から17年の高値は、13年春先の卵価低

迷により生産調整が行われ、飼養羽数が一時

的に減少したことが契機となった。そのうえ、

西日本の猛暑の影響で飼養羽数が減り、需給

が引き締まったことが要因として挙げられる。

また、飼料費は、経営費の60%を占めるこ

とから、配合飼料価格の変動が経営に大きな

鶏卵価格は、長期的にみるとほぼ横ばいで

推移してきた。しかし、ここ数年、生産量の

増減を受けて、変化がみられる。そこで、最

近の鶏卵生産の特徴的な動きから、卵価上昇

の要因を紹介する。

1　卵価の上昇

食料全体の消費者物価指数は、1970年から

90年にかけて大きく上昇した（第１図）。一方、

鶏卵は、ウィンドレス（窓無し）鶏舎等の飼育

施設の高度化や育種改良の進展によって、生

産性が飛躍的に向上した。したがって、鶏卵

の消費者物価指数は、オイルショック等の影

響で変動があったものの、同期間の他の食料

と比べて上昇幅が相対的に小さい。こうした

背景から、鶏卵は「物価の優等生」と呼ばれ

てきた。

しかし、00年以降、卵価に変化がみられる。

第２図（上図）は最近20年のJA全農たまご（Ｍサ

イズ）の１kg当たり卸売価格をみたものである。

おおむね200円以内で推移しているが、05年と

14年以降は200円を超える高値となった。特

に、15年は、228円と過去20年で最高値となっ

た。４年連続で200円を超えたのは、 80年以来

のことである。

2　生産の変化と卵価

鶏卵の自給率（重量ベース）は95%前後と、国

内消費量のほとんどが国産で賄われている。

研究員　福田彩乃

鶏卵価格の変化

資料　総務省「消費者物価指数」
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第1図　鶏卵と食料全体の消費者物価指数
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卵にシフトしている可能性がある。

業界関係者によると、高値や消費の変化を

受けて、大規模生産者を中心に増羽意欲が高

まっているという。鶏卵生産量は15年の2,520

千トンから16年の2,562千トンへと拡大してい

る（第２図）。また、13年以降、採卵用ひな餌

付け羽数が増加傾向にあることから、今後一

層の生産量の増加が見込まれる。

価格の動向を予想することは難しいが、卵

価が今後も高値で推移し続けることは想定し

がたいとの見方もある。

生産者は、高卵価や消費が好調な時期に、

どれほど価格競争力等の経営力をつけること

ができるかが課題となる。卵価の動向と併せ

て生産者の取組みにも注目したい。
（ふくだ　あやの）

影響を及ぼす。配合飼料の小売価格は、急速

に進んだ円安の影響で13年に80千円/トンを超

え、15年は85千円/トンに達した（第３図）。

直近の高値は飼養羽数の減少と併せて、飼

料価格の上昇が卵価に転嫁されたことが影響

していると考えられている。

3　消費量増加の兆し

最近の特徴的な変化として、これまで大き

な増減のなかった消費量に動きがみられる点

が指摘できる。16年の一人当たり家計消費量

は前年比で５%増加しており（第２図）、コレス

テロールに関する正しい情報の広まりや、魚

介類等の消費量減少によって、タンパク源が

資料　農林水産省「農業物価統計調査」
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資料 JA全農たまご（上図）、農林水産省「鶏卵流通統計調査」、総務
省「家計調査年報」（下図）
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〈採卵鶏特集〉─食農リサーチ─

体自動倉庫、パッキングマシンなどに最新鋭
の機器を導入している。年間9,000トンの処理
能力を有しており、操業初年度は7,200トンを
処理した。施設の有効利用を図るため、自社
農場のほか、他社農場からのGP処理を受託し
ている。
原卵は各農場から鶏卵センターに搬入され

る。処理量が多いことに加え、100以上の商品
アイテムを包装するため、鶏卵センターは作
業の自動化と出荷対応のための様々な工夫を
行っている。
一般にGPセンターでは原卵トレーを手作業

で洗卵機にセットするが、鶏卵センターはロ
ボットアームを利用することで、従業員の負
担を軽減している（写真）。
また、音感センサーによるヒビ卵、画像判定

による汚卵の自動検出など、高度な検査技術
を用いることで、安全安心の確保と高スピー
ドでの処理を可能にしている。
さらに、全国の養鶏場に先駆けて、鶏卵セン

GP（Grading and Packing）センターは、養鶏
場で生産された原卵を洗浄、検査、選別、包
装、出荷等を行う施設で、生産と小売の結節
点として、卵流通で重要な役割を果たしてい
る。量販店向けの安定供給だけでなく、特殊卵
等の多様な商品ニーズも強まるなか、GPセン
ターは処理効率の向上と市場ニーズへの対応
力の強化が求められている。
そこで、JAうすきたまごファーム株式会社

（以下「うすきたまごファーム」）が2016年に新設
したGPセンターの事例を紹介する。

1　うすきたまごファームの概要

うすきたまごファームは全農系の採卵養鶏
企業である。山口県、福岡県、大分県の３つ
の自社農場で67万羽を飼養し、初生ビナの育
成、鶏卵生産・販売ならびに堆肥販売を展開
している。17年３月期の鶏卵生産は8,200トン、
出荷先はJA全農たまごを中心に、自社直売所
での販売も行っている。
これまで、JA全農たまごのGPセンターで

原卵の処理を行っていたが、老朽化のため同
施設が閉鎖となった。それとともに、うすき
たまごファームは自社の生産拡大に伴う処理
量増大や商品アイテムの増加に対応するため、
福岡県久留米市にGPセンター「福岡鶏卵セン
ター（以下「鶏卵センター」）」を新設し、16年
４月から操業を開始した（第１図）。

2　福岡鶏卵センターの概要と取組み

鶏卵センターは洗卵機、ヒビ卵検知器、立

研究員　趙　玉亮

最新鋭機器を導入するGPセンター
─ JAうすきたまごファーム株式会社の事例 ─

第1図　JAうすきたまごファームの自社養鶏場と
福岡鶏卵センター

資料　筆者作成
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商品アイテムごとの包装
資材交換による稼働率低下
が課題であったが、作業の
工程別の稼働時間を正確に
把握することで、ボトルネッ
クを究明し、包装ラインの
増設を決めたという。
また、各工程で異なるメ

ーカーの機器を導入してい
るが、機器間の稼働データ
連携が乏しいことも課題と
しており、入庫から出荷ま
でのライン全体を統合化す
るICTシステムの開発に取
り組んでいる。

4　今後に向けて

今後、うすきたまごファームは飼養規模の
拡大や、HACCP（危害分析重要管理点）認証の
取得、オーガニック卵の生産、鶏舎のICT化
などを考えている。これらの取組みを円滑に
進めるには、鶏卵センターの効率的かつ安定
的な運営が不可欠である。
本事例からも、最新鋭のGPセンターで稼働

後に運営効率を高めるための改善が重要であ
ることが指摘できる。うすきたまごファーム
にとって、運営効率の向上に関するICTシス
テムの開発は、これまでの鶏卵生産やGP処理
を超える新たな試みであり、運営現場で蓄積
できた経験やノウハウを取り入れてイノベー
ションを生み出そうとする動きとして、評価
に値する。今後も引き続き、その動向に注目
したい。

（チョウ　ギョクリョウ）

ターは一時的な保管機能を持つ立体自動倉庫
を導入している。原卵を洗浄・選別した後、す
ぐに包装するのが一般的だが、鶏卵センター
は選別後に一時的に立体自動倉庫で保管す
る。自動倉庫は多段式のタワー型で、最大保
管量は51万個程度（１日分の処理量に相当）であ
る。
「洗浄・選別」と「包装・出荷」工程の間に
立体自動倉庫を設けることで、主に出荷の調
整機能を果たしている。スーパーなどからの
注文に応じ、倉庫に保管した卵を必要量だけ
自動で出庫しパッキングすることで、様々な
商品アイテムに迅速かつ柔軟に対応できる。
また、悪天候等の影響を受けて、集荷や輸送
が滞りやすいときのバッファー機能もその利
点の一つである。

3　鶏卵センターの運営について

鶏卵センターは効率向上のため、独自の改
善を模索している。

福岡鶏卵センターの先鋭設備（写真：JAうすきたまごファーム株式会社提供）

ロボットアーム（デパレタイザー）による
原卵トレーの自動運搬 画像認識による汚卵検査

立体自動倉庫 パッキングマシン

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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〈採卵鶏特集〉─食農リサーチ─

て全国的に生産量が増加し、需給バランスが

崩れた。県外大手生産者による県内販売が積

極化し、同社の売上げは大きく影響を受けた。

社長は価格競争が続くことを懸念し、特殊

卵の取扱いによる差別化を考えた。しかし、

既に小売店に多様な特殊卵が出回っており、

思うような展開とはならなかった。

そこで、同社は第１図の①～③に示すように、

新たな鶏卵関連事業を展開することにした。

まず、加工に取り組み、くん製卵「スモッち」

を06年から販売している（第１図　①）。

一般的なくん製卵は黄身が固ゆでなのに対

し、スモッちは半熟という新たな食感に特徴

がある。開発当初は、原料卵のサイズや形の

違いによって熱が均一に伝わらず、半熟度合

いに差が生じたが、試行錯誤を重ねることで、

均一な商品開発に成功した。

スモッちはメディア等に取り上げられた効

果で、県内外での取扱いが増加した。売上増

採卵養鶏は生産規模上位層への集中が進み、

成鶏めすの74%は100千羽以上の大規模生産者

によって飼養されている。一方、中小規模生

産者は、付加価値化や特徴のある経営に取り

組んでいる。半澤鶏卵を事例に鶏卵の生産・

加工等の事業について紹介する。

1　主力事業の卸売業

株式会社半澤鶏卵（以下「半澤鶏卵」）は、1960

年に創業した。当時、１戸あたりの飼養羽数

が５～10羽のなか、現社長の半澤清彦氏の先

代は500羽を飼養する、地域の代表的な生産者

であった。自家生産した鶏卵の販路を開拓す

る過程で、地域の生産者から集荷したのを契

機に、同社は鶏卵卸売業を中心として事業を

展開してきた。

社長によると80年以降、養鶏場の大規模化

と量販店のシェア拡大によって、鶏卵卸の合

理化が進んだ。同社は、廃業先が取り扱って

いた鶏卵を集荷することで経営を拡大させて

きた。

現在では１日９トン、15万個を取り扱う。仕

入れは大半が県外生産者であるが、販売先は

県内小売店だ。鶏卵卸売業は、売上高全体の

９割を占める同社の主力事業である。

2　加工の取組み

同社の経営が大きく変化したのは、2003年

の鶏卵価格の大幅下落である。消費量が大き

く増えないなかで、飼養方法の変更等によっ

研究員　福田彩乃

採卵養鶏業の経営多角化
─ 株式会社半澤鶏卵（山形県天童市） ─

半澤清彦社長とスモッちの製造ルーム

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/
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層広げる計画だ（第１図　③）。

直売所は、採れたての新鮮な卵やこれまで

廃棄していた規格外卵を地域住民に低価格で

販売することで、地域に根差した運営を目指

すという。

さらに、農業振興へ寄与するために、生産

部門の規模拡大を行う。養鶏場跡地を取得し

て、鶏舎を新設し、20千羽の「もみじ」を新

たに飼養する。社長の「消費者に生みたての

卵を食べてほしい」という思いから、鶏舎と

GPセンター（卵の洗浄・選別・パック詰めを行

う施設）をベルトコンベアで直結し、卵を速や

かに出荷する体制を整えるという。

同社は、鶏卵の卸売業を中心とした経営か

ら、生産、加工へと少しずつ、着実に事業を

展開してきた。今後は、自社の発展だけでな

く地域への貢献も視野に入れて、事業を広げ

る計画だ。新たな取組みに期待したい。
（ふくだ　あやの）

大に伴い、加工場の増築やくん製機の増設を

進めてきたが、需要に追いつかない状況にあ

るという。そこで、18年３月から新工場を稼

働する。これまでは、手作業を中心とした工

程だったが、包装作業等を自動化し、製造能

力を現在の年間150万個から300万個へ倍増す

る。

3　鶏卵生産の工夫

同社は、卸売業の経営基盤を固めるために、

70年代に一旦、鶏卵生産から撤退していた。

しかし、07年から飼養羽数20千羽で鶏卵生産

に取り組んでいる（第１図　②）。

自社生産の特徴は、純国産鶏種の「さくら」

と「もみじ」を飼養していることだ。純国産

を飼養することで、希少価値の高さを消費者

にアピールしている。

また、水や餌にこだわりがある。水は、環

境省の名水百選に選定された小見川流域の伏

流水を、餌は、遺伝子組換えでない大豆やト

ウモロコシ、飼料米等を与えることで、「甘味

とコクが際立つ卵になった」と話す。

4　地域に根差した鶏卵業

今後は、自社生産した鶏卵を直接消費者へ

届けるために直売所を開設し、事業の幅を一

新たに開設する直売所

第1図　半澤鶏卵の事業概要

資料　JA全農「農産物の流通の現状」を参考に筆者作成
（注） 　は鶏卵の流れを示す。

　は半澤鶏卵による、新たな取組み。

卸
（主力事業）

①加工
（06年）

県外
生産者

②生産
（07年）

消費者

県内
小売店

③直売所
（18年）

農林中金総合研究所 
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〈採卵鶏特集〉─寄稿─

1970年代後半からの10年間を除き卵価は安
定しており、1955年時点で１kg当たり205円
であったものが、2017年でも207円である。も
ちろん、これは名目値であり、1970年を100とす
る卵の消費者物価指数で実質化すると、2017
年の卵価は128円となる。およそ半額になって
いるのである。
この中長期的な卵価の相場には、飼料原料

となる輸入トウモロコシの豊凶、自然災害や
高温などによる生産量の減少、国内外での鳥
インフルエンザ発生などの生産リスクの影響、
これを受けた生産者の増羽→相場価格の下落
といったサイクル（うねり）が存在する。また、生
産費の50%を占める餌は輸入穀物に依存して
いるため為替レート変動の影響を受けやすい。
さらに、国は養鶏産業安定化のための政策

を打ち出しているが、その一環として羽数制
限を実施してきた。しかし、この政策はいび
つな養鶏業界を創り出した原因となっており、
小規模養鶏農家、養鶏団地を廃業に追い込み、
大型養鶏場をマンモス養鶏場に導いたといえ
る。大手の羽数枠破りが横行し、増羽への転
換が可能であったのも資金力のある大手商社
系企業養鶏だったからである

（注）
。生産調整は有

名無実となって2004年に廃止された。
その間、生産者は、病気に強い多産系の鶏

種導入を行い、ウィンドレス鶏舎や、GPセン
ターなど施設・設備の開発や規模の拡大を図
るなど経営改善に取り組んできたことも事実
である。これらの努力の結果が第１図に示し
たように「物価の優等生」を実現し、日本の
農産物としては珍しく非常に高い自給率を維

現在、全国の採卵用成鶏羽数はおよそ１億
３千万羽、生産される鶏卵の量は年間250万トン
である。
鶏卵の生産量は1980年代に200万トンを上

回り、1992年には259万７千トンと最高値を記
録し、以降は毎年240～250万トンとその生産
は安定している。
しかも、卵価は長らく「物価の優等生」と

言われ、安定しているように見える。しかし、
卵価の安定性とは裏腹に、生産現場ではこの
間大きな変化が起こり、卵価をめぐる生産調
整の在り方がその変化を加速した。また、卵
価の季節変動は、長期的な変動とは別に同一
サイクルを繰り返している。ここでは卵価の
長期と短期の動向から、変化の側面と安住の
側面について考えてみたい。

1　 物価の優等生としての卵価の長期趨勢と
その要因
第１図は長期的な卵価の動向を示したもの

である。

北海道大学 大学院農学研究院 研究員　大森　隆

鶏卵相場
─ 長期と短期、2つの卵価から見えてくるもの ─

資料 全農資料により作成
（注） 1 卸売価格は全農東京Mサイズ。

2 デフレータは消費者物価指数。
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第1図　鶏卵価格の推移（1960～2017年）

デフレート済価格

卸売価格

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2018.3（第65号） 11

はほとんど休業したものである。
このため、年末、年始の休みのない鶏が生ん

だ卵は正月４日頃までは、問屋を中心に生産
者も一時在庫を抱え、これが原因で市場がジ
ャブジャブ（業界用語で余剰卵が出ること）にな
り、毎年正月明け相場は価格が大幅に下落し
農家はため息をついていた。
この現象は、正月習慣が変わる前までは毎

年繰り返されていたが、近年は百貨店や大型
スーパーなどは大晦日も元旦も休まず営業す
るようになっている。実際、Ｉスーパーマー
ケットでは、「大晦日は需要が増大するので計
画発注制を設けている、価格は通常通り。31
日、１日は休まず営業」（バイヤーＹ氏聞き取
り調査）であり、大型スーパーは横並びであ
る。であるから当時と状況は異なっている。
それにもかかわらず、年末年始の相場価格

は毎年１月５日に発表される年初相場価格（正
月明け相場という）が、前年の12月最終営業日
（通常では26日か27日、年末止め相場という）以
降に出荷される商品まで遡及して適用される
という特殊な慣習が続いている。ノコギリの
歯型はこれが要因なのである。
時代が変わっても、依然として繰り返され

るこの現象（相場）を解析するにはどのような
方程式を用いればいいのか、どなたかご教授
いただければと思う。

（おおもり　たかし）

持してきたのである。

2　ノコギリ型のエッグサイクルと建値
鶏卵は多くのスーパーで特売の目玉になる

人気食料品である。近年はいわゆる特殊卵や
スーパーのPB商品といった固定価格での取引
も増加しているが、鶏卵流通の基軸価格は依
然として鶏卵相場に依存している。
鶏卵の卸売価格（鶏卵相場価格）は、JA全農

たまごをはじめとする農協系と商社系の荷受
会社が毎日の需給動向などをもとに毎朝９時
に地域別に決定され、新聞紙上で発表される。
北から北海道（ホクレン相場）、東京、名古屋、
大阪、福岡（以上JA全農たまご相場）の５地区の
相場である。これによって各地の生産者がそ
の日に出荷する鶏卵の販売価格が決まる仕組
みになっている。
年間の鶏卵相場は、気温が高くなり需要が

減退する夏場に価格は下降気味になり、気温
が低下し需要が増加する冬場に価格が上昇す
る傾向を繰り返している（第２図）。
この図をよく見ると卸売価格の季節変動に

際立った特徴があることに気付かされる。そ
れは年を区切る縦線にかかる急斜面のことで
ある。2017年歳末から18年正月の全農東京相
場Ｍサイズを見ると、年末の235円に対して、
18年の年明け相場は150円である。この価格は
異常価格であるため補てん金（経営安定対策）
が発動される。実に85円もの下落で、年平均
価格に戻るには毎年20日ほどかかっている。
このノコギリ歯のように規則性を持つ波形

ができる原因は日本の正月慣習にある。1980
年代前半まで正月三が日は、商店をはじめ百
貨店、スーパーマーケットなど、店という店

（注）大森隆「北海道における採卵養鶏業の企業化と
系統農協機能の変化に関する研究」『北海道大学
大学院農学研究院邦文紀要』2017、p.22

資料 日本養鶏協会資料による
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第2図　鶏卵価格の推移（2013年1月～18年1月）

卸売価格

小売価格

（円/kg）

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2018.3（第65号）12

〈レポート〉農林水産業

主任研究員　田口さつき

歴史からたどる漁業制度の変遷 その4
─ 漁業権者としての漁業組合 ─

合に於
おい

て其の地先水面の専用の免許を受けた
るときは組合規約の定る所に依り組合員をし
て漁業を為さしむへ

べ
し」により、漁業者であ

る組合員だった。また、経済事業は水産組合
（注2）
な

ど別の団体を設立して行うものとされた。
しかし、漁業組合は法人として「組合の名

を以て其
その

目的の範囲内に於て権利を有し義務
を負ふのである、即ち民事訴訟の原告や被告
となり或

あるい

は行政訴訟や訴願を起こしたり或は
出願申請等」（前掲書）をすることができた。

3　漁業組合の設立について
漁業組合準則の時代には漁業組合を設立す

ることが地方政府から奨励もしくは強制され
ていたが、旧漁業法下では「一定の区域内に
住所を有する漁業者は行政官庁の認可を得て
漁業組合を設置することを得」（第18条）と、設
立は漁業者の意志に任された。
一方、漁業組合準則では適宜区画を定める

こととなっていたが、旧漁業法では「漁業組
合の地区は濱

はま

、浦、漁村其の他漁業者の部落
の区域に依り之を定

さだむ

べし」（第18条）と指定さ
れた。これは、「漁業者の利害関係を保存する
ためなので餘

あま

り其区域を廣
ひろ

くすると多数のた
めに少数者は圧倒せられて仕

し ま

舞ふ　従来能
よ

い、
漁場を持つて居つてもそれを他村の者にも自
由に漁業をさゝなければならぬと謂ふ不都合
が起る」（前掲書）ためである。

4　産業組合法の影響
旧漁業法が成立した翌年の1902年には漁業

組合施行規則（以下「組合規則」）が定まった。
同規則は、1900年成立の産業組合法の影響も
受けている。組合の管理、監督の章について

1　旧漁業法を根拠法とする漁業組合
漁業協同組合の前身である漁業組合は、1886

年（明治19年）に漁業組合準則を根拠法として
日本各地に設立された。「漁業規制による漁場
秩序の維持を目的とする漁場取締役・公共組
合的（『岩手県漁業史』313頁）」な組織であった。
しかし、1901年に成立した漁業法（以下「旧

漁業法」）では漁業権者として漁業組合を新たに
設立することを定めた。そのため、「漁業法施
行以前の漁業組合とは全

まる

で違ふ」（熊木（1902））
組織となった。

2　法人となった漁業組合
最も際立つ相違点は、漁業組合が法人と位

置付けられたことである。当時、「漁業法に依
よ

りて設けた漁業組合は法律上の人、所
いわゆる

謂法人
となる（中略）即

すなわ

ち此
この

漁業組合は漁業者の団体
を独立せしめて人たるの働きをなさしめるの
である」（前掲書）と解説された。地元の海で
排他的に漁業する権利（地先水面専用漁業権）を
漁村には直接免許できないため、漁業者の集
団である漁業組合に免許するために法人とし
たのである。
旧漁業法第19条では「漁業組合は漁業権の

享有及
および

行使に付
つき

権利を有し義務を負ふ
（注1）
」とあ

り、続いて、「但し自ら漁業を為すことを得
え ず

す」
と組合自らが漁業をすることは否定された。
それは、「漁業権を一朝不漁のために売飛さな
ければならぬ、他村の者の手に渡すが如きは
漁村の秩序を乱し遂

つい

には瓦
が か い

解を来すの原因」
（前掲書）となるからである。同じように事業
で債務を負うことへの恐れから漁業組合には
経済事業を行うことは想定されなかった。
実際に漁業をするのは同法第20条「漁業組

農林中金総合研究所 
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は、産業組合法と似た文言が多い。漁業組合
準則になかった、理事、監事、総会といった
内部組織の役割と統制が明記された。
一方、産業組合法には「組合員の権利義務」

の章があるが、組合規則にはこの部分はない。
また、産業組合は組合員の出資により設立運
営されるが、漁業組合は経済事業を行うこと
は想定されていなかったため、出資に関する
条文はない。そのかわり組合規則では「組合
の会計」という章がある。このなかで「組合
は規約の定むる所に依り組合の漁業権に依り
て特別の利益を受くる組合員より漁業料を徴
収することを得」（第45条）と、漁業料を収入
とすることが認められた。
産業組合法は協同組合の運営で基本とされ

たロッチデール先駆者協同組合の原則
（注3）
も踏ま

えていた。ただ、同法では、一人につき一票
の議決権があることは明記されなかった。一
方、組合規則では「組合員は各一箇の議決権
を有す」（第30条）と明記された。ただ、組合
の自治は全くの自由ではなく、第63条で、公
益を害すると監督官庁が認めるとき等は、監
督官庁は総会の決議といえども取り消すこと
ができ、さらに役員の解任、組合の解散を命
じることができるという制限が付いた。
漁業組合への加入脱退は、自由かどうかは

明らかではない。ただ、第48条により、加入
希望者が地区内に１か年以上住所を有してい
れば、正当な理由がなければ加入の希望を漁
業組合は拒むことはできなかった。

（注 1）原文は、漢字とカタカナ表記である。以下同じ。
（注 2）旧漁業法第22条には「漁業者又は水産動植物の
製造若

もしく

は販売を業とする者は水産業の改良発達及
水産動植物の繁殖保護其の他水産業に関し共同の
利益を図る為水産組合を設置することを得」とある。

（注 3）ロッチデール先駆者協同組合の原則は、現在
の協同組合原則の原型である。

（注 4）救恤とは、困っている人々に金品を渡して支
援することである。現在の水産協同組合法第11条
にも組合の行うことができる事業として「組合員
の遭難防止又は遭難救済に関する事業」が挙げら
れている。

5　漁業権の享有行使に関する規約
組合規則の第10条は、漁業組合の根幹をな

す規約について以下の10項目を記載するよう
に義務付けていた。

漁業組合準則でも漁業者の合意により作ら
れた資源管理のためのルール（自主ルール）を
規約に盛り込むようになっていたが、組合規
則では項目７の「漁業権の享有行使及之に対
する組合員の漁業に関する規定」がこれに相
当した。また、規約の項目８で違約者に対す
る処分も定めてあるほか、「組合は規約の定む
る所に依り規約に違

い は い

背したる組合員を除名し
又は之に過怠金を課することを得」（第50条）
と内部での制裁も認められた。
規則のなかには、漁村の相互扶助の慣習を

踏まえ、項目９の「遭難救恤に
  （注4）
関する事項」も

盛り込まれた。　
しかし、漁業組合が「専ら漁業権を享有し、

組合員をして之を行使せしむるを其の目的と
せる為、漁業者共同の事業を経営せんとせは

ば

、
更に別種の団体を組織せさ

ざ

るへ
べ

からさ
ざ

るの不
便」（農商務省水産局（1914））という認識が政策
立案者のなかに高まっていき、旧漁業法の改
正へと向かっていった。

　＜参考文献＞
・ 熊木治平（1902）『漁業法早わかり』豊国新聞社
・ 農商務省水産局（1914）『漁業組合範例 第 2次』

（たぐち　さつき）

そうなんきゅうじゅつ

漁業組合規則の規約の内容（第 10条）
1　目的
2　名簿、地区及び事務所の位置
3　組合員の加入及び脱退に関する規定
4　役員に関する規定
5　会議に関する規定
6　会計に関する規定
7　 漁業権の享有行使及之に対する組合員の漁業に関
する規定

8　違約者処分に関する規定
9　 組合員の遭難救恤に関する事項を定めるときはこ
れに関する規定

10　 存立時期又は解散の事由を定めたるときは其の時
期及び事由

農林中金総合研究所 
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〈レポート〉農林水産業

主事研究員　安藤範親

木材輸出額が増加 38年ぶりの水準に

東南アジア産木材の供給不足感から需給が引
き締まり、世界的に丸太の価格が上昇した結
果、日本産丸太の価格競争力が増し、主に中
国向けの輸出量が増えたことによる。日本か
らの木材輸出の数量的動向を品目別にみてみ
よう。

2　中国向けの丸太輸出が拡大
17年の丸太輸出量は97万㎥（16年国内丸太生

産量2,714万㎥の４%）であり、輸出先は中国向
けが８割を占め、韓国、台湾と続く（第２図）。
輸出用丸太は、99%がスギやヒノキの針葉樹
である。
中国へは、主に低品質な丸太が輸出されて

おり、現地では、梱包材やパレットなどの産
業資材のほか、建築現場の足場板・敷板など
の土木用資材として使われている。一方で、
最近はより高品質な丸太を原料とするフロー
リング等の内装材の用途としても利用され始
めており、現地で日本産木材の品質が理解さ
れ始めている。
なお、針葉樹の丸太は、スギの生産量が多

1　拡大するわが国の木材輸出
2017年の日本の木材輸出額は、326億円と38

年ぶりに300億円を超えた（第１図）。1977年に
367億円に達して以降減少し、2000年代は100
億円を下回る水準で低迷していたが、12年以
降増加傾向にある。
ただし、その内訳は過去とは大きく異なる。

77年は、輸出額の７割が広葉樹合板、２割強
が広葉樹製材であった。合板原料のうち８割
弱がナラやセン、カバ等の国産広葉樹材であ
り、その輸出先は米国が８割強を占めた。当
時の日本の木材輸出は広葉樹材が主であり、
米国の木材需要の動向に左右されていた。
一方、17年の日本の木材輸出は、輸出額の

４割強が針葉樹丸太、２割が針葉樹合板、２
割弱が針葉樹製材である。原料の大半がスギ
やヒノキ等の国産針葉樹材であり、その輸出
先は、東アジア（中国、韓国）や東南アジア（フィ
リピン、ベトナム）である。
17年の木材輸出額は丸太、合板、製材の各

品目で16年を上回っている。輸出額増加の要
因は、米国の堅調な木材需要に対し、北米や

資料　財務省「貿易統計」、以下同じ
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第1図　木材輸出額の推移
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く輸出先国に近い鹿児島、大分、熊本、宮崎
など九州からの輸出量が全体の８割を占める。

3　米国向けの製材輸出も急拡大
製材輸出量は13万㎥（17年国内製材生産量

929万㎥の１%）であり、輸出先は中国向けが５
割弱を占め、フィリピン、米国と続く（第３図）。
輸出用製材は、97%が針葉樹である。
中国向けの建築、ひき板（ラミナ）用材が増

加しているほか、15年まではほとんどなかっ
た米国向けが17年に１万３千㎥へと急拡大し
ている。米国向けはスギフェンス材としての
用途が中心であり、北米でフェンス材に使わ
れるウェスタンレッドシダー（米スギ）の原木
供給減少に伴う代替品として、日本のスギが
注目されている。米国のフェンス材需要は、
同国内の住宅ストックが増加傾向にあること
から今後も拡大することが期待される。
なお、中国は日本の建築基準法にあたる「木

構造設計規範」の改正を決め、18年８月から
は、これまで認められなかった日本産スギ、
ヒノキ、カラマツを木造建築物の構造材とし
て利用可能になる。中国への製材輸出の増加
が期待される。

4　合板はマレーシアの丸太伐採制限が影響
合板輸出量は12万㎥（17年国内合板生産量321

万㎥の４%）であり、輸出先はフィリピン向けが
９割強を占める（第４図）。輸出用合板に使われ
る針葉樹材の割合は判明しないが、国内合板
の原料のうち82%が国産針葉樹材であること
を考えると、輸出用合板にも国産針葉樹材が
高い割合で使用されていることが推察される。
フィリピン向けの輸出拡大は、フィリピン

に加工工場をもつ日本の大手ハウスメーカー
が、マレーシアでの丸太の伐採制限強化によ
り同国産丸太を使った合板の調達が難しくな
り、日本製の針葉樹合板へシフトしたことが
主な要因である。

5　更なる輸出拡大に期待
近年の日本の木材輸出は増加傾向にある。

アジア諸国の発展とともに、アジアでは先進
国並みの購買力をもつ高所得層が大幅に増加
することが予測されており、木材需要もそれ
に呼応して拡大することが見込まれている。
輸出は、世界の景気動向や為替の変動に左右
される恐れがあるものの、アジア諸国の経済
動向や木材関連業界の競争力の分析、消費者
ニーズの調査をこれまで以上に推進し、更な
る輸出拡大に向けた糸口を見いだすことが必
要だろう。

（あんどう　のりちか）
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第3図　製材輸出量の推移
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〈レポート〉農林水産業

理事研究員　阮　蔚

中国の米価格支持政策の見直しと質を求められる米生産

増産の方向に踏み出した。支持価格は07～12
年の５年間に早生インディカ米で71.4%、中晩
生インディカ米73.6%、ジャポニカ米86.7%と
引き上げられた。その結果、農家の生産意欲
が高まり、米は同期間に9.4%増産されたほか、
小麦もトウモロコシも大幅な増産となった。
問題は、世界的な市況高騰によって世界全

体で米を含む穀物の生産量が大幅に増加し、
過剰生産に陥ったために、12年から米を含む
穀物の国際価格は反転し、下落し始めたこと
だ。国際市況が悪化するなかで、中国政府は引
き上げた穀物の支持価格を維持した（第１図）。
その結果、中国の米価格が国際市況を上回る
状況になり、輸入が刺激された。中国の米輸
入は関税割当制を実施しており、割当枠（532
万トン、うち長粒種インディカ米266万トン）内
の関税率は１％しかない。そのため、12年に
中国の米輸入量は234万トンと前年（58万トン）

の4.1倍にも拡大したのである。

中国は現在、米、小麦という主食穀物での
価格支持政策の改革を進めている。価格支持
政策は、穀物が供給過剰になった場合、政府
が決めた「最低買付価格」という名の支持価
格により農家から買い付けして市場価格と農
家の生産意欲を維持する政策である。2004年
に、それまで長年、食糧の買付けと販売を統
制してきた食糧管理制度を廃止し、食糧流通
の市場化改革に突入した際に導入された。し
かし、国産穀物の価格競争力低下による輸入
増等グローバル化の影響、所得の向上による
消費者の嗜好変化など、価格支持政策をめぐ
る環境が大きく変化した。
結果的に価格支持政策は行き詰まり、その

見直しが迫られている。18年に米の支持価格
は前年比7.4～13.3%の大幅な引下げと生産者
への直接補てんを行うことが決定された。一
方、今後の方向性について、米の価格支持政
策を完全に廃止し、価格形成は市場に委ね、
市場価格の変動に対応して生産者補てんを実
施すべきという意見もあり、今後、たとえ価
格支持政策が維持されたとしても、その支持
価格は生産コスト近辺までさらに引き下げら
れることが考えられる。

1　生産、輸入、在庫の同時増加
価格支持政策が導入された04年にさかのぼ

ってみると、支持価格は当初、生産コストす
れすれの水準に設定されていた。しかし、07
年から世界的な穀物価格の高騰を受け、中国
は08年から支持価格の引上げによる国内穀物 資料　Wind社、国家糧油信息センター
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さらに問題となっているのは、中国はその
後も米の支持価格を14年まで継続的に引き上
げ、16年まで早稲を除き、支持価格を高水準に
維持してきた。それによって国産米の増産と農
家の収入増が達成できた反面、国際価格との
ギャップが拡大し、輸入量は15年に335万トン、
16年に353万トンへと拡大した。これ以外にベ
トナムなどからの密輸入米は百万トンから数
百万トンに上っているとの報道もある。国内
生産が高水準で続く一方、輸入も増加したこ
とで、米の国内市況には常に下落圧力がかか
り、政府は農家の収入と生産意欲を維持する
ためには支持価格による買付けを継続的に実
施せざるを得ないというジレンマに陥った。
13～17年まで政府は毎年3,000万トンほどの米
を買い付けしたものの、高値では売れるはず
もなく、その大半は在庫となってしまった。
現在、中国政府の抱える米在庫は１億トン以
上に膨らみ、大きな財政負担となっている。

2　良質米への追求
価格支持政策にはもうひとつ大きな欠陥が

内包されている。この政策では買付価格は味
など品質に関係がなく均一である。当然なが
ら、農家は利益を最大化するために味より生
産量の増大に力を入れてきた。だが、消費者
はより味の良い高品質米を好むようになった。
例えば、中国最北の黒龍江省は08年頃に中

国最大のジャポニカ米の産地となり、16年に
その生産量は中国のジャポニカ米総生産量の
３分の１にあたる1,566万トン（玄米、モミベー
スの0.69とする）にも達した。しかし、黒龍江
省北部の産地で増産した米の相当部分は味が
劣り、政府の支持価格をベースにした小売価
格では市場で買い手がつかず、政府の買付け
に頼らざるを得なかった。ジャポニカ米自体
は市場で人気が高まったにもかかわらず、同

省産のジャポニカ米の大半は政府の倉庫で眠
るだけとなった。
同じ黒龍江省産のジャポニカ米の中でもブ

ランドとして中国国内に名声が響いた「五常
米」は政府の支持価格の数倍から十数倍の値
が付き、政府に頼らず市場の流通だけで全量
がさばけている。「五常米」の中には中国で販
売されている日本の輸入米の価格に並ぶもの
もあるほどで、引く手あまたとなっている。
年々増えている訪日中国人観光客の中には筆
者の友人もおり、彼らは日本の米のおいしさ
を絶賛し、米をお土産にして帰る人も少なく
ない。インディカの早稲米に至っては、価格
面でベトナムやミャンマー産等に負け、味で
はタイ産香米に及ばない。タイ産香米は中国
産インディカ米より価格が高いにもかかわら
ず、中国の市場で売行きが伸びている。こう
した状況を見れば、中国ではすでに価格より
品質を重視する消費者層が形成されており、
高価格でも高品質の米は売れる市場となって
いる。
18年以降、もし米の支持価格が大きく引き

下げられたら、価格要因による輸入はとりあ
えず減少することとなろう。ただ、低品質米の
生産も減少し、その結果、低品質低価格の米輸
入が一定水準で恒常化することが考えられる。
日本産米、五常米、タイ産香米等が代表す

る良質米は政策の影響は受けず、着実に需要
を伸ばすのは間違いない。中国国内で高品質
で環境面でも安全な米の生産が量的に確保で
きなければ、高級米こそ輸入の主戦場になる
可能性がある。16年12月に中国農業部等の主
催で初めての「中国産ブランド米大会」が開
かれ、五常米を筆頭に「十大ブランド米」が
選出・表彰された。中国の米生産も量から質
を追求する動きが出てきたのである。

（ルアン　ウエイ）
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審査結果として、10年に中間報告書、12年
に最終報告書が刊行された後も状況は大きく
変化しないまま、15年３月末に生乳クォータ
制度の撤廃で、生乳の生産調整は廃止された。
危機感を抱いたカルテル庁は、16年４月に、ド
イツ最大手の酪農協系乳業者（有）ドイチェス・
ミルヒ・コントロール（DMK）社に対する試験
的検査に踏み切った。同検査は、18年１月に、
一定の成果を得たため終了している。

2　生乳取引に関するカルテル庁の見解
生産者と乳業者の間での生乳取引に対して、

カルテル庁は生乳クォータ制度下での取引慣
行が広く残存しており、①長期の契約期間（解
約通知期間の長さを含む）、②全量出荷義務、
③出荷後に補完払いを受け乳価が最終決定す
る価格設定、という３つの問題点があると述
べている。そして、カルテル庁は、①と②が
結合した結果、出荷先が固定され、生乳取引
は競争阻害的となっており、契約期間の短期
化や、出荷前に乳価が明示される価格設定方
法の導入などの改善が必要と指摘している。
長期の契約期間となる背景には、ドイツの

協同組合での特有の制度がある。具体的には、
出荷取止めに伴って組合を脱退しなければな
らず、その脱退通知期間が、一般に２年と長
いことである。そこで、カルテル庁は、酪農
協での組合員資格と出荷の一体性を緩めるこ
とで、生産者は出荷先にかかる選択肢が広が
り、生乳取引市場での競争が促進されると提
案している。

近年、ドイツでも、生乳取引のあり方に関
する論争が活発である。連邦カルテル庁（以下
「カルテル庁」）は、酪農協の生乳共販の仕組み
を批判し、これに対して酪農協は150年以上続
くビジネスモデルが毀損されると危機感を抱
いている

（注）
。

日本では、2018年度から新たな指定団体制
度の運用が始まる。しかし、足腰の強い酪農
経営に資する生乳取引のあり方については、
十分に議論され尽くしたわけではない。
移行期にある日本の生乳共販制度に対する

示唆を得るべく、カルテル庁が主張する生乳
取引の問題点とそれへの反論を整理したい。

1　 きっかけは2008年酪農危機
2000年代以降のEUでは、CAP改革の結果、

域内農産物市場が国際市場との連動を強め、
生産者乳価の価格変動幅は拡大した。リーマン
ショック後の景気悪化による世界的な購買力
の低下は、国際相場を下落させ、EUの生産者
乳価は低迷し、08年から09年に第１次酪農危
機が発生した。つづく12年や16年の酪農危機
の際にも、生産者乳価は再生産価格を下回り、
生乳の廃棄等を伴う、生産者の抗議行動が激
化した。
この08年の酪農危機の際に、ドイツでは生

産者乳価は低下したが、乳製品の小売価格が
横ばいで維持されたことをカルテル庁は問題
視し、生乳生産から乳製品販売までのサプラ
イチェーン全体に対する、カルテル法第32条ｅ
に基づく審査を開始した。

主事研究員　小田志保

ドイツの生乳取引に関する論争
─ 連邦カルテル庁の酪農協批判に対する反論 ─
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らざるを得ず、生産者と乳業者は競争よりも
協同して、生乳生産から乳製品加工まで長期
的に見通した、サプライチェーン全体におけ
る効率的な経営資源配分を行っている。

4　日本への示唆
18年度から日本では、指定団体以外に出荷

する経営体へも生産者補給金が交付されるよ
うになる。この結果、生乳の販売先や販売方
法の選択幅が拡大し、生産者は、６次産業化
や輸出により柔軟に取り組むことが可能にな
るとされている。
一方、生乳の特殊性から安定的な出荷体制

が重要という理解は、日独で共通している。
日本の指定団体制度改正の議論でも、地震や
吹雪等の緊急事態の際に、指定団体が機能を
発揮し、生乳の安定供給体制に貢献してきた
と主張されている。
興味深いのが、ドイツでは現行維持を主張

する背景に、中小規模を含む生産者が酪農協
を通じて乳業者に垂直統合するビジネスモデ
ルが、国際市場での競争を生き残るために重
要と理解されている点である。
日本では中小規模経営の離農から、生乳の

減産傾向にある。日欧EPAの発効等の環境変
化は、この傾向を加速させる懸念がある。地
域酪農全体に対する振興策の重要性は増して
いると思われ、日本でも川下の酪農経営から
乳業メーカーまで酪農協を通じて連携するビ
ジネスモデルが構築できるような、政策支援
や関連制度の整備が必要と考える。

（おだ　しほ）

本研究はJSPS科研費17K07961の助成を受けたもの

です。

3　カルテル庁の見解への反論
カルテル庁の見解に対し、酪農協側および

学識者は、以下のように反論している。
（1）　 生乳の特殊性が規定する酪農協の生乳共販

DMK社やドイツライファイゼン連盟は、カ
ルテル庁の見解は、生乳共販の仕組みが生乳
の特殊性に起因していることを十分に理解し
ていないと反論した。生乳は、毎日生産され、
量の調整は難しく、貯蔵性もない。この特殊
性から、生乳生産者は、他部門以上に出荷先
の安定確保を必要とする。
この生乳の特殊性ゆえに、組合員自身が出

荷先を確保するため、酪農協での生乳共販の
仕組みを民主主義的に構築してきた。生乳共
販は、組合員に長期的な取引期間や全量出荷
義務を迫るものであるが、同時に酪農協側に
も、組合員の生乳を全量受け入れる義務を課
しているという、双方向的な規制である。
（2）　 グローバル化への酪農・乳業の組織的対応

フンボルト大学生命科学部マルクス・ハー
ニッシュ（Markus Hanisch）教授は、ドイツ南
北で酪農乳業構造は全く違い、生乳取引市場
の競争を促進するカルテル庁は、北部ドイツ
の状況を十分に理解していないと述べている。
南部ドイツには、スペシャリティチーズなど、
差別化戦略をとる乳業メーカーが買い手とし
て数多く存在し、生乳取引市場での競争は成
立する。一方、北部ドイツでは、乳業者は輸
出志向のコスト・リーダーシップ戦略を採用
しており、グローバル市場での競争を勝ち抜
くための、規模拡大や組織合併が進み、生乳
取引にそもそも多数の買い手が存在しない。
北部ドイツでは、生乳取引市場は寡占的にな

（注）16年のドイツの酪農協は216組合あり、うち34組
合は子会社として乳製品加工部門を併設する。16

年の酪農協の集乳シェアは65%。
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「電気だったら作れば喜んでもらえる」のでは
ないかと考えたことも大きな動機だ。こうし
て14年９月に飯舘電力（株）が設立された。
18年１月現在、飯舘電力（株）は村民46名か

らの出資を受け、営農型太陽光発電（以下「営
農型発電」）を中心に村内で太陽光発電所を26
か所運営している。営農型発電とは、農地に
支柱を立て上部空間に太陽光発電設備を設置
し、営農を継続しながら同時に発電を行う取
組みである。農作物と太陽光発電パネルとで
太陽光をシェアすることからソーラーシェア
リングとも呼ばれ、一定の条件下で農地の一
時転用の取扱い

（注1）
が認められる。

同社では地権者から土地を賃借し低圧（最大
出力50kW未満）の太陽光発電所を各所に展開
し、下地の農地管理も同社が行っている。
農地の除染は完了しているが、全村避難に

より長らく休耕状態にあった土地での作物栽
培には困難を伴う。そこで、営農型発電によ
り下地に牧草を栽培することで、農地を保全・
再生することを考えた。
そこから得られる一定の売電収入は地権者

への地代として村での生活再建に役立て、同

1　“までい”な村・飯舘村
東日本大震災から６年を経た昨年（2017年）

３月、東京電力福島第一原子力発電所の事故
により全村避難となっていた福島県飯舘村で、
一部地域を除いて避難解除となった。原発事
故前には6,200余人いた村民は避難を余儀なく
され、徐々にではあるが、帰村が始まってい
る。
飯舘村は“までい”な村として「自主自立

の村づくり」に取り組み、それが村民の誇り
でもあった。“までい”とは、“ていねいに”“手
間暇を惜しまず”“つつましく”といった意味
の方言だ。大量生産・大量消費の生活を見直
し、自然と人、人と人とのつながりを大切に
したスローライフと置き換えてもいいだろう。
震災前には、そうした“までい”な暮らしが
営まれていたのである。

2　飯舘電力（株）の取組み
全村避難から３年が経過し、除染が進み帰

村の現実味が帯びてくると、村民の間では村
で生活する不安が逆に増していったという。
先祖代々、長年培ってきた田畑、森林、畜産
といった生活の糧も、自然と共生していた暮
らしもすべてが奪われたのである。村に帰っ
て、どのようにして暮らしていくのか。
こうしたなか、ブランド牛「飯舘牛」を生

産していた農家を中心に有志が集い、「産業の
創造」「村民の自立と再生」、なにより「自信と
尊厳を取り戻すこと」を目指して立ち上がっ
た。避難区域で最初に始められることは何か。
そこで考えたのが太陽光発電である。農家に
とっては「農業がやれないこと、自分が作っ
た農作物が喜ばれないことが一番悔しい」が、

主席研究員　河原林孝由基

営農型太陽光発電の展開による復興への挑戦
─ 福島県飯舘村・飯舘電力（株）の取組み ─

営農型発電設備。下地の牧草を刈り取ったばかりで
トラクターのタイヤ跡が残る
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畜産を再開する農家へも牧草が提供できる。
「農作物が作れないから電気を作る」ことか
ら始めた取組みが「電気を作っているから農
作物も作れる」ようになる段階にきた。それ
を自力復興の“証”に、村民の帰村を待つ。
これからが本番だ。

4　“までい”の精神が息づく
明治大学・小田切徳美教授の著書

（注2）
で被災地

域の支援には「足し算の支援」と「掛け算の
支援」があることを指摘されている。「足し算」
とは被災した一人ひとりに寄り添い、悩みや
希望を聞きながら、この地域で頑張りたいと
いう思いを掘り起こす草の根支援のプロセス
であり、「掛け算」とは具体的な事業の導入・
実行を伴う専門家による支援のことを言う。
「足し算」のプロセスが整わず、地域の人たち
の気持ちが追いつかないままに「掛け算」ば
かりをしてはいけない。
震災当事者との間には現実感に絶対的なギ

ャップがあり、その苦悩は計り知れない。太
陽光発電所をもっと早くどんどん作ればいい
という声もあるが、当事者は長い長い苦しい
葛藤を経て今があるのであり、それぞれに事
情を抱える。ただ、それぞれに帰村の時が来
た時に温かく迎え入れることができるよう、
各々が持ち場・持ち場でその準備をしておく、
地道に「足し算」を積み上げることが大切だ。
避難解除となって１年になろうとするが、

村内居住者は500余人で原発事故前の８％で
ある。未だ避難を余儀なくされている村民は
多くにのぼり、それぞれに事情を抱え、営農
再開には様々な問題を克服しなければならな
い。同社はそれを一つ一つひも解き、足取り
を村民に合わせながら寄り添っていく覚悟で
いる。一貫して地域の人たちと同じ目線に立
って地域の人たちで、“までい”に取り組んで
いる。それが生活・生業の取戻しの視点（始点）
であり、誇りを取り戻すプロセスだからだ。

　（かわらばやし　たかゆき）

社の収益は村の復興に役立てる。今春には、
太陽光発電所は50か所（出力合計３MW、450世
帯分の電力）になる見込みだ。
域外からの応援もある。同社の意義・取組

みに賛同し、都市部から寄付が集まり、出資
したいとの声も届く。飯舘村の電気を買うこ
とで村の復興を手伝いたいと、パルシステム
や生活クラブ生協といった生協ネットワーク
との「電力の産消提携」が実現した。

3　挑戦は第 2ステージへ
同社では村民の帰村に備えて、営農型発電

で農地を守り有効利用を図ってきたが、帰村
が現実になったことで、改めて同社の存在意
義を確認した。それは「大切な故郷を自らの
手で守る」「自力復興の“証”を創出する」と
いうことだ。
太陽光発電所が50か所になると収益的なベ

ースができる。この先は、やみくもに太陽光
発電所を増やすのではなく、その収益をいか
に村の復興に生かしていくか。多くの村民の
生業は農業であり、「農業の復活が飯舘村の本
当の復興の始まりであり活性化の始まり」で
ある。そのために何ができるかを懸命に議論
している。
具体的には、村の基幹産業であった肉用牛

や酪農の復活を目指し、本年２月には社長が
和牛の肥育を再開させる。「飯舘牛」を復活さ
せ、村の産業を復活させていくという「狼

の ろ し

煙
を上げたい」という思いからだ。営農型発電
の下地の牧草は放射性物質のモニタリング検
査を継続して実施しており、牛の飼料として
安全性が確認されれば給与できる。将来的に

（注 1）実務面での取扱いなど詳しくは、農林水産省
「営農型発電設備の実務用Ｑ＆Ａ（営農型発電設備
の設置者向け）」および「同（都道府県、市町村及び
農業委員会担当者向け）」（平成28年11月1日）参照。

（注 2）小田切徳美（2014）『農山村は消滅しない』岩
波書店、第Ⅳ章 今、現場には何が必要か―政策と
対策の新展開 4「補助人」の役割と課題
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伊佐農場は、カミチクの直営農場のひとつ
で、鹿児島県伊佐市の山間部に位置する。比
較的冷涼な気候を生かした酪農と、110haの敷
地を利用した、放牧による繁殖経営を行う。従
業員数は、酪農部門24人、繁殖部門12人、チー
ズ部門４人、事務等２人の合計42人で、従業
員の平均年齢は20歳代と若い。

2　 伊佐農場の高い生産性を支える飼養管理
カミチクのビジネスモデルの特徴は、６次

産業化を単なる流通のサプライチェーンでは
なく、「バリューチェーン（価値を紡いでいく）」
として捉えていることである。そのため、生
産・流通・加工の各段階で価値を創造するた
めの成果目標（KPI）が設定されており、直営農
場も例外ではない。例えば、伊佐農場の繁殖
部門のKPIのひとつは、出荷頭数に占めるＢ
ランク以上の割合が80%以上という基準であ
る。同農場で生まれ、７か月齢まで育成され
た子牛は、出荷の際に、血統や発育等からＡ～
Ｄの４段階で評価される。放牧による繁殖経
営という、挑戦的な飼養管理に取り組みなが

人手不足のなか、畜産の法人経営でも、労務
管理の重要性は増している。牧場の適切な労
務管理が、高いレベルの生産性発揮につなが
っている、鹿児島県のカミチクグループ（以下
「カミチク」）直営農場の伊佐農場を取り上げる。

1　カミチクの概況と伊佐農場の位置づけ
1985年に生産者自らが営む食肉卸売業とし

て誕生したカミチクは、現在、肉用牛生産、
酪農、食肉加工処理業、食肉卸業・小売業と
第一次産業から第三次産業までの複数部門を
営み、川上から川下までの垂直統合を達成し
ている。グループ全体の従業員は1,000人、売
上高は350億円であり、そのうち生産部門の従
業員は150人、売上高は80億円である（第１図）。
2017年11月時点で、カミチクには、南九州

４県域に20の直営農場と36の預託農場があり、
そこでは肉用牛18千頭、乳用牛１千頭が飼養
されている。酪農部門は、７年前に子牛の安
定確保を目的に設置され、生乳は鹿児島県酪
農業協同組合へ出荷されるほか、６次産業化
として取り組むチーズ加工へ仕向けられる。

主事研究員　小田志保

カミチクグループの生産を支える労務管理

第1図　カミチクグループの全体像

資料　カミチクグループウェブサイト（17年11月現在）

㈱カミチクホールディングス
生産事業（1次）

売上高80億円

㈱カミチクファーム
㈱カミチクファーム九州

TMR・コントラ事業
育種部門

食肉事業（2次）

㈱クオリティミート
㈱カミチク

㈱伊佐牧場（乳製品）

○食肉卸、食肉加工
○乳製品加工

外食・物販事業（3次）

㈱ケイファーマーズ
㈱伊佐牧場（直売所）

㈱ビースマイルプロジェクト

○海外輸出、小売店経営
○外食

肉用牛
乳用牛
直営
預託

18,000頭
1,000頭
20農場
36農場

担当

事業
内容

売上高270億円
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１回の頻度で、「未来塾」という本社研修会に
参加する。未来塾では、各農場の社員は目標
やそのための取組みなどを発表し、上村社長
自らが助言や批評を行う。数次にわたる研修
や社内勉強会を通じ、カミチクの生産の基本
方針やその背景にある考え方についても作業
担当者は理解を深めることになる。
そのうえで、カミチクでは現場主義が貫か

れている。伊佐農場でも、KPI達成のための
生産管理の改善を行う場合は、作業担当者の
裁量に頼るところが大きいという。例えば、堆
肥舎は乳酸菌等の添加物の利用なしで、ほぼ
無臭に保たれているが、これは作業担当者が
独自に工夫することで成り立っているとのこ
とである。さらに、上位職は、作業担当者と
のコミュニケーションでは、作業担当者から
発言や提案を促すように心掛けているという。
現場主義の考え方は、本社と農場管理職の

関係でも同様で、例えば、農場管理職からの
人事面での提案等も、本社は全面的に受け入
れるとのことである。

4　人づくりと牛づくりの好循環
カミチクが、20もの直営農場を抱えながら、

適切な飼養管理による高い生産性を達成でき
ているのは、作業担当者自身がカミチクの畜
産にかかる価値観を理解し、また、現場で自
ら考え、生産管理を改善させるという、意識
の醸成に成功していることにある。そしてそ
の背景には、今回紹介したような効果的に機
能している労務管理がある。まさに、人づく
りと牛づくりがうまく循環している好例であ
ろう。

（おだ　しほ）

らも、出産直後の子牛の検温の徹底など工夫
を重ね、取組み開始後５年ほどで成績を安定
させ、現在は前述のKPIを達成できている。
伊佐農場の酪農部門にも、搾乳牛の乳房炎り

患率を2.5%以下に抑えるというKPIがある。乳
房炎は、牛床環境の汚れが主な原因だが、同農
場では、牛舎の衛生管理に効果的なコンポスト
バーンを導入している。コンポストバーンは、
牛のふん尿を堆肥化して敷料としたものであ
る。完熟した堆肥は牛床の敷料となるが、牛
床を毎朝毎夕撹

かくはん

拌することで好気性発酵を促
進させ、快適性を維持する。水分調整等、適
切な管理が重要となるので、牛舎や堆肥舎は
無臭状態に維持し、少しでも臭いが発生した
ら対策を打つという。 
以上のように、KPI達成に資する高い生産

性を伊佐農場が維持できる要因は、基本的な
飼養管理の適切な実行にある。もちろん、カ
ミチク内部には、牛の給食センターである
TMRセンターや育種改良の担当部局があり、
飼料生産や育種改良では先端技術を利用して
いる。しかし、良質な飼料は飼槽の汚れで変
敗するし、遺伝的能力が高い牛も不適切な飼
養環境では能力を発揮しない。適切な飼養管
理の定常的な履行は、先進的な技術の効果発
揮に欠かせない、という考え方が、カミチク
の生産の基本方針となっているのである。

3　 適切な飼養管理につながる労務管理
カミチクが自社の生産の基本方針に基づい

た、適切な飼養管理を各農場の従業員に徹底
させるうえで、労務管理は特に重要である。
まず、カミチクでは、全ての作業担当者が

カミチクの掲げる基本方針を理解するよう、
従業員教育に注力している。例えば、１年目
の新入社員は月１回、２～３年目は３か月に
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現地ルポルタージュ

2　輸出拡大で躍進するUNICAグループ

（1）　加盟農協を増やし量販店との交渉力を強化

Ｕグループは09年に５農協で設立された農

協連合会で、各農協の営農指導、選果場の統

括管理と農産物販売、商品開発、生産技術開

発を担う。設立目的は、加盟農協、組合員を

増やし販売量を拡大することで、EU内の大手

量販店等の顧客との交渉力を強化するととも

に、各農協の品目別に特化した選果場の共同

利用等でコストダウンを図り、組合員の利益

向上を図ることにある。

現在、加盟農協は12農協に増え、グループ

全体での組合員数は3,000人、生産面積3,800ha

で、野菜・果実（主要品目はピーマン、トマト、

キュウリ、スイカ、メロン等）の生産量は、設立

初年度の10年６月期10万トンから17年６月期

30万トン（販売額3.2億ユーロ）に拡大、このうち

90%を独・英・仏を中心に輸出している。

16年９月には、品目と出荷時期の多様化と

1　スペインはEU第2位の野菜輸出国

スペインは、施設園芸で有名なオランダに

次ぐEU第２位の野菜輸出国（2016年野菜輸出額

58.9億ユーロ）で、その３分の２がスペイン南

東部にあるアンダルシア州アルメリア県で生

産されている。主な輸出品目は、ビニルハウ

スで10月～５月に収穫されるピーマン、トマ

ト、キュウリ等で、冬場に生産できない他の

EU諸国への供給産地となっている。

同県の温暖で日照時間が長いという気象条

件を生かしたハウス栽培は50年の歴史があり、

降水量が少ないため、点滴灌漑という効率的

な灌漑法が導入されている。上記気象条件に

加え、海沿いでも強風が吹かないこともあり、ハ

ウスは、オランダ型の高軒高ではなく、百万

円/10a程度の比較的簡易な構造である。また、

冬場もほとんど暖房の必要がないほか、収穫

等の季節的な農作業は東欧や北アフリカの外

国人労働者を雇用するなど、低コストの生産

構造となっている。

同県には３万haのビニルハウスがあるが、

このうちエル・エヒド市が1.25万haを占める。

同市の農業者の85%は家族経営（農地面積平均

1.5ha）で、その営農指導・販売を担い輸出拡

大を推進してきたのが農協である。なかでも、

近年、輸出拡大で躍進している農協連合会・

UNICAグループ（以下「Ｕグループ」）について

紹介する
（注）
。

理事研究員　堀内芳彦

スペイン・アルメリアの施設園芸農業
─ 輸出拡大で躍進する農協グループの戦略 ─

エル・エヒド市に広がる1.25万haのビニルハウス
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の徹底を図っている。

（3）　GlobalG.A.P.認証は輸出の最低条件

スペインは、EUの農業環境政策に基づく

GAP基準と有機農業との中間に位置するIP

（Integrated Production）という農業生産システ

ム（総合的病害虫管理の技術に基づく生物学的管

理農業により化学農薬等の使用を削減）を推進し

ている。アンダルシア州にはこれに基づくIP

認証制度があり、各農協は、この認証取得を

組合加入要件としている。こうした背景もあ

り、量販店からの要請による組合員への

GlobalG.A.P.導入（Ｕグループが団体認証を取得

＝組合員全員が認証取得）は円滑に対応できた

ようである。

なお、GlobalG.A.P.はEU向け輸出では最低

基準であり、TESCO（英国）等の大手量販店か

らは差別化戦略としてより厳しい品質管理の

独自認証基準が要請される。また、集荷・選果

場でBRC（英国小売業協会）等の食品安全認証の

ほか、GRASP、SMETAなど人権、労務等の

倫理基準認証取得の要請もあり、Ｕグループ

ではこうした認証も取得している。

3　JAグループへの示唆

Ｕグループの経営戦略は、小規模な家族経

営農家を束ね、地理的条件、気象条件を生か

した低コストの生産体系をベースに、生産現

場の営農指導から集荷・選果、販売までを統

合的に管理・運営することで、販売先の厳し

い品質管理基準に対応し販売額を拡大しよう

とするものであり、JAグループにも参考とな

る事例といえよう。
（ほりうち　よしひこ）

販売量の拡大を図るため、同国最大の農協連

合会・ANグループ（17年６月期販売額8.7億ユー

ロ）と共同出資で、両グループの野菜・果実を

販売するUnica Fresh社を設立している。

（2）　テクニコによる営農指導と品質管理の徹底

輸出拡大のためには、EU諸国の量販店等か

ら求められる品質基準に対応していく必要が

ある。このため、Ｕグループは、各農協の共

通のGAP規範となる農場管理規則を作成し、

これに基づき各農協が営農指導を行っている。

営農指導のため、グループ共通の農場管理規

則に、生産履歴シート、GlobalG.A.P.認証チェッ

クリスト等を加えたフィールドノートが、各組

合員の農場に配布されている。各農協で営農

指導を担うテクニコ（農業技術指導員）は、１人

あたり90～100ha（70戸程度）を担当し、フィー

ルドノートに基づき、農場管理に必要なデー

タの提供と生産履歴の入力が可能な携帯端末

を活用して、GAPも含めた営農指導を行って

いる。

また、体制面では、グループ内の営農指導・

品質管理の情報共有・統一化を図るため、各農

協のテクニコと選果場で品質管理・トレーサ

ビリティ管理を担うQC（品質管理者）のマネー

ジャーをＵグループが派遣している。

加えて、農場での生産管理から集荷・選果、

販売管理までを統合的に管理するシステムを

導入し、生産から販売までのトータルでの業

務効率化と品質管理、トレーサビリティ管理

（注）紹介内容は、（一社）日本生産者GAP協会が17年
11月に主催した「世界のGAP先進地スペイン視察
ツアー」に参加し、同グループにヒアリングした
もの。なお、スペインはGlobalG.A.P.認証農場数
で世界第 1位。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

農林金融2018年 3月号

農林金融2018年 2月号
中国における農地担保金融の

最近の動向と課題
（王　雷軒）

中国では、農地担保は関連法律で認められてい
ないものの、試行地域でその取組みが積極的に進
められている。とりわけ農地制度の改正や農地に
かかわる権利関係の確定作業の進展に伴い、農地
は流動化し、農地担保金融も拡大の兆しを見せつ
つある。一方、金融機関からみると農地を担保と
した融資件数および融資額の農業融資全体に占め
る割合は僅かであり、現段階では金融機関の反応
は概して芳しくない。
農地担保融資の件数および融資額が少ない背景

には、金融機関からみて農地の経営権は担保とし
て評価額が低く、また、農地担保は処分が容易で
ないという問題がある。今後、農地担保金融の制
度化および拡大には、試行地域で浮き彫りとなっ
た問題点の解消が不可欠である。

タイにおけるクレジットユニオン運動の展開
（古江晋也）

1960年代以降、アジア諸国では「クレジットユ
ニオン」と呼ばれる協同組織金融機関が相次いで
設立され、72年にはアジアのクレジットユニオン
の業界団体であるアジアクレジットユニオン連合
会が設立された。アジアのクレジットユニオン運
動は、預金保険制度の有無、経済発展の段階、金
融制度や社会保障制度などの仕組みなどが異なっ
ており、各国とも一様ではないが、組合員の日常
的な経済問題の解決を図っていることは共通して
いる。
本稿では、タイ・バンコクに本部を置くアジア

クレジットユニオン連合会、タイのクレジットユ
ニオン運動を担っている職域をベースにしたタイ
貯蓄信用組合連合会、地域をベースにしたタイク
レジットユニオン連合会の歴史的展開および現状
などを論述する。

福島原発事故から 7年
（行友　弥）

原発事故から 7年が経過した福島県では、農業

復興へ向けた品目・農法の転換や新規需要・販路

の開拓が試みられ、県産品の販売回復を目指して

県を挙げた農業生産工程管理（GAP）への取組みな

ども始まった。旧避難指示区域の住民帰還が進ま

ず、担い手や労働力の確保には難しい現実がある

が、帰還した高齢者の自給的な「生きがい農業」

を支える自治体の独自施策も導入されるなど、地

域農業とコミュニティーの再生はまさに正念場を

迎えている。人口減少や高齢化など、被災地が直

面する課題の多くは「地方消滅」が語られる全国

の農山漁村に共通する問題でもある。政府が設定

した復興・創生期間は残り 3年となったが「福島

の復興なくして日本の再生なし」という言葉を空

疎なスローガンに終わらせてはならない。

東日本大震災からの農業復興を支える制度
（岡山信夫）

東日本大震災から 7年が経過し、復興基本方針

で定めた復興期間は残すところ 3年となる。

農林水産省がいち早く創設した東日本大震災農

業生産対策交付金、被災農家経営再開支援事業は、

被災農業者に一定の安心感を与え、その後、復興

特区法の成立に伴う交付金事業の本格稼働により

整備事業等は大きく前進した。

また、福島県避難区域等における復興について

は特別の対応が求められることから、農地除染や

放射性廃棄物処理という困難な事業の円滑な実施

を前提に、避難区域等を対象とした農業復興施策

が別途設けられた。

本稿は、農業復興のためのこのような施策がど

のように実施されているかを整理したものである。
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最近の調査研究から 当社の定期刊行物に掲載された論文を紹介するコーナー

金融市場

農林金融2018年 3月号

農林金融2018年 2月号
JAの自己改革の特徴と課題

（斉藤由理子）

政府から求められているJAの自己改革は、①

農産物の有利販売、②生産資材の有利調達、③経

済事業への人的資源等のシフトである。一方、JA

で実践されている自己改革は、これらを含むのは

当然だが、多様な組合員が考えかつ組合員が主役

となって実行するという点で組合員主体という特

徴を持ち、また、多様な組合員と地域農業の実態

およびその変化を踏まえているため、改革の対象、

分野、期間とも幅広く、多様である。協同組合の

特性を発揮した自己改革が進められている。

一方、自己改革の実行状況についてのJAと認定

農業者の認識には差があり、また、自己改革の成

果には示すことが難しいものもある。行政、国民、

そして組合員に対して、自己改革の取組みとその

成果を示し、伝えていく一層の努力が必要である。

（外部寄稿）
原発災害下の福島県阿武隈地域における
避難指示解除と営農再開の一動向
（福島大学経済経営学類 准教授　林　薫平）

福島第一原発事故で避難指示が出された地域で

は、その解除および帰還・居住再開と不可分な課

題として営農再開があり、農地再生と担い手の課

題が差し迫っている。

本稿では飯舘村と葛尾村を取り上げ、住民の帰

還と営農再開を巡り、自治体と住民の様々な模索

の経過について報告する。

相双地方（相馬郡・双葉郡）の地域再生を巡る課題

は日本の農村に共通するものであり、その克服へ

向けては農地の利用集積を通じた「土地結合」の

視点が重要で、またそれだけでなく「生活結合」

の視点も必要と思われる。

潮流 　「私をスキーに連れてって」から30年

情勢判断
（国内）
国内景気は市場の混乱を乗り越えて拡大継続と
予想
（海外）
1　政策期待に支えられ、底堅さを維持する
米国経済

2　懸念される米中貿易摩擦の激化

分析レポート
1　金融政策の正常化を織り込み始めた
ユーロ圏

経済見通し
2017～19年度経済見通し

分析レポート
2　県民経済計算でみる地域別の経済動向（3）
3　2016年度の協同組織金融機関の決算と
今後の戦略

2018年 3月号

潮流 　日米金融政策の新たな枠組みの模索

情勢判断
（国内）
消費の持ち直しが散見された国内景気
（海外）
1　緩やかな拡大の続く米国経済
2 7年ぶりに成長率が高まった中国経済

分析レポート
1　注目されるECBの次の一手
2　空き家をめぐる政策・金融・管理（3）

今月の焦点
1　地方創生「総合戦略2017改訂版」の主な
ポイント

2　金融規制、検査・監督と今後の注目点

海外の話題
拡大するオンライン・ショッピングと増大する
返品対応負担

2018年 2月号
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福島県の漁業復興に向けた取組

福島県水産試験場 漁場環境部長　根本芳春

種を限定して、流通販売までを行う試験操業

が開始されました。最初は、タコ類２種と沖合

性のバイ貝１種の僅か３種を対象とし、操業

海域は、県北部の水深150ｍ以深に限定してい

ましたが、時間の経過とともに放射性セシウム

濃度は低下し、2015年４月以降約３年間、基準

値を超えるものは１件もありません。不検出

の割合は、2017年１年間の合計で98％と放射

能はほぼ検出されなくなりました。このため、

試験操業の対象種は、2017年１月までに段階

的に97種に拡大し、2017年４月からは、出荷制

限指示がかかっている魚種を除く全てを対象

としました。操業海域も段階的に拡大し、2017

年３月には福島第一原発の半径10kmを除く福

島県沖全域となりました。県全体でみれば全

ての漁法で試験操業が可能となっています。

今後の課題としては、本格操業に向けてど

のように進めていくかということになります。

試験操業は様々な協議を経て、一つ一つの計

画を決めていきますが、試験操業の枠組みを

構築する過程で、段階的に意思決定できる基

盤ができています。今後は、これら組織にお

いて、漁業者、漁業関係団体、行政機関が連

携して、本格操業に向けた議論が開始される

ことを期待するとともに、研究機関としても、

引き続き魚介類の安全性の確認を行い、消費

者の方々に情報発信することで、福島県産の

水産物の需要が拡大するよう支援してまいり

ます。
（ねもと　よしはる）

福島県の沿岸漁業は、東日本大震災により

甚大な被害を受け、さらに東京電力株式会社

福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」）

の事故により、長期間にわたり操業の自粛を

余儀なくされています。しかし、事故から約

７年が経過した現在、海産魚介類の放射性セ

シウムはほぼ無くなり、ようやく本格操業へ

の光がみえ始めました。今回は、福島県の海

産魚介類の安全性や漁業復興に向けた取組に

ついて紹介します。

福島県の海産魚介類の放射線モニタリング

は、事故直後の2011年４月から開始されまし

た。当初は、放射性セシウム濃度が高い魚介

類が多くみられ、国の基準値（100Bq/kg）を超

える割合も高く、漁業関係者は、先がみえな

いことへの不安と苛立ちが大きい状況が続き

ました。しかし、膨大な数のモニタリング検

査を行い（2017年12月まで約５万件）、併せて

様々な放射能研究を行うことで、海産魚介類

の放射性セシウム濃度の傾向が明らかとなり

ました。放射性セシウム濃度は、魚種や海域

によって異なり、事故直後に高濃度の汚染水

が流れたと推測される福島第一原発の南側の

浅い海域で濃度の高い魚介類が多く、反対に

沖合や北側の海域では濃度の高い魚介類が少

ない傾向がみられました。また、魚類以外の

軟体動物や甲殻類などでは、放射性セシウム

が検出された種類でも速やかに低下すること

もわかりました。

このような結果を基に、2012年６月から魚
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